
津市行政情報番組　まるっと津ガイド ・ プラザ津
　 毎日６時～２４時放送中！

つ　いいと、 ツイート！
　 毎月第４日曜日９時～９時１５分放送中！
旬感☆みえ～ MY CITY MY TOWN ～
　 年６回放送中！

津市情報マップ
　 毎週水曜日１７時３０分～１７時３５分放送中！　

三重エフエム放送

三重テレビ放送

津市の
ケーブルテレビ津市行政チャンネル １２３ｃｈ

情 報 発 信 中 !!

津市ホームページから登録できます

津市ホームページ

ｆａｃｅｂｏｏｋ
津市シティプロモーション情報

津市メールマガジン
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　高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護
保険の両方のサービスを利用している世帯の負担
を軽減するための制度です。
　同じ世帯の被保険者が１年間(８月１日から翌
年７月31日まで)に支払った医療費と介護サービ
ス費の合計額が著しく高額になった場合、自己負

担限度額を超えた金額を「高額介護合算療養費」
として支給します。高額療養費および高額介護
(予防)サービス費の支給がある場合は、その支給
金額を控除して合算します。
　該当する世帯には、申請の案内を送付します。
詳しくはお問い合わせください。

　平成27年8月から、70歳未満の人がいる世帯の
自己負担限度額について下表のとおり改正しま

す。なお、70～74歳の人の自己負担限度額に変
更はありません。

高額介護合算療養費制度の
自己負担限度額が変わります

津市国民健康保険に加入している70歳未満の皆さんへ

高額介護合算療養費

平成26年８月～
平成27年７月 平成27年８月～

自己負担限度額
（国民健康保険＋介護保険）

問い合わせ
　保険医療助成課
　　229－3160
　　229－5001

高額療養費と高額介護（予防）サービス費の支給分を差し引いて

介護サービス費医療費
　月額の限度額を超えた分は、「高額療養費」と
して支給されます。

　それぞれの自己負担額を合算し、年額で限度
額を超えた分が支給されます。

　月額の限度額を超えた分は、「高額介護（予防）
サービス費」として支給されます。

※基準総所得金額とは、所得合計額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。

適用区分所得区分

上位所得者
ア

イ

ウ

エ

オ

基準総所得金額901万円超

基準総所得金額600万円超901万円以下

基準総所得金額210万円超600万円以下

基準総所得金額210万円以下

住民税非課税

176万円

135万円

67万円

63万円

34万円

212万円

141万円

67万円（変更なし）

60万円

34万円（変更なし）

一　般

低所得者

所得要件

高額介護合算療養費制度とは

高額介護合算療養費制度の自己負担限度額(年額)


